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はじめに

前回の論文作成にあたり調査した2017年大阪府監察医事務所検案事例より５年以上経過し、

その間に感染症によるパンデミックが発生し、その影響で社会の状況も大きく変化しました。

大阪府監察医事務所の検案数も、長年4,000件台で推移していた検案数が、大幅に増加しま

した。大幅な検案数の増加は、感染症の蔓延によるものか、または別の要因であるのかを検

証するため前回調査した2017年の検案事例と感染症蔓延下にある2022年の検案数等の比較

を行うこととしました。

また、孤立死対策に取り組んでいる自治体の活動などの紹介を交え、孤立死軽減の一助と

なれば考えております。
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○人口減少や高齢化の進展 多死社会へ

○独居高齢者の増加

○ひきこもり（保護者の高齢化）の問題

○生活困窮者の問題

○生涯独身者の増加

○都市部への人口流入による過疎化

○自然災害やパンデミック時の弱者への対応 など

孤立死（孤独死）の要因となる社会的孤立の増加や孤立死者数
の増加が懸念されている。

１）社会課題としての孤立死問題
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２）孤立死という用語の定義や実態把握の現状

○用語の不統一
「孤独死」「孤立死」「無縁死」「独居死」など表記
が一定していない。

○定義の不存在
発見までの日数や孤立状態の認識や自殺の扱いなどに違
いがみられる。

○実態把握の困難さ（統計の不存在）
国や自治体の統計に孤立死者数が反映されていない。
制度上把握できない。

・調査ごとに操作定義が設定
され、実態がわかりにくい
状況となっている。

・実態にあった対策かどうか
検証しにくい。

本論での設定
・用語…状況を示す「孤立死」という表記を使用する。
・定義…孤立死の統計を発表している東京都監察医務院の定義を用いる。

独居（一人暮らし）、自宅で死亡、看取りがなかった（発見までの日数は定めない）
・実態把握…大阪府監察医事務所の取り扱った検案資料を参考とした。



（参考）大阪府監察医事務所

昭和21年4月30日 死因調査事務開始（大阪大学医学部内）

昭和56年4月1日   名称が「大阪府監察医事務所」に変更される

平成2年7月1日  大阪大学医学部移転に伴い、当事務所が現在地に移転

〈設置目的〉

死体解剖保存法（昭和24年法律第204号）第8条の規定により、大阪市の区域内に

おける伝染病、中毒又は災害により死亡した疑いのある死体その他死因の明らかで

ない死体について、その死因を明らかにするために業務を行うことを目的として設

置されている。

監察医の使命は、不自然死したヒトの人権を守るため、死の真実を代弁すること

である。

〈検案の対象〉

１、伝染病による死亡疑いのあるもの

２、各種の中毒死又はその疑いのあるもの（自殺、他殺、職業的・災害的又は偶発

的中毒等）

３、災害死に属するもの（労働災害死、火災死、その他偶発的災害死等）

４、死因が不明瞭なもの（独居死亡者、路上死亡者、その他適切なる診療を受けら

れない状況下で死亡した者、水中発見死体等）

５、医療事故死の一部のもの

６、ある状況下における乳幼児の突然死

〈効果及び必要性〉

１、伝染病の早期発見とその防止

２、各種毒物の販売授受に関する規制

３、労働災害補償あるいは生命保険支払いの根拠の明確化

４、心臓疾患、脳出血、肝臓障害等のいわゆる生活習慣病による内因的

急死の実態解明とその対策に関する寄与

５、乳幼児の突然死の実態解明と事故対策

６、集団災害死の発生に対する対策

７、老人死亡の実態についての解明

８、隠された犯罪の発見
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（出典）大阪府監察医事務所年次報告より



１ー①大阪府監察医事務所年次別検案数

年次 検案件数 市内死亡者数 市内人口 発生率 年次 検案件数 市内死亡者数 市内人口 発生率

2003 3,930 23,215 2,626,635 149.6 2013 4,825 28,316 2,683,487 179.8 

2004 3,762 23,861 2,633,685 142.8 2014 4,497 28,039 2,686,246 167.4 

2005 4,000 24,520 2,628,776 152.2 2015 4,440 28,679 2,691,185 165.0 

2006 4,011 24,631 2,635,420 152.2 2016 4,496 28,852 2,702,033 166.4 

2007 4,333 25,285 2,643,805 163.9 2017 4,551 29,392 2,713,157 167.7 

2008 4,470 25,349 2,652,099 168.5 2018 4,772 30,312 2,725,006 175.1 

2009 4,290 25,344 2,661,700 161.2 2019 4,527 30,290 2,740,202 165.2 

2010 4,627 26,947 2,663,371 173.5 2020 4,976 30,697 2,752,412 180.8 

2011 4,825 27,791 2,670,579 180.7 2021 5,095 32,621 2,750,835 185.2 

2012 4,794 27,994 2,677,375 179.1 2022 6,019 35,343 2,744,847 219.3 

参考：大阪府監察医事務所死因統計

※発生数…大阪市内の住人１０万人に対する異状死（大阪府監察医事務所で検案を行った遺体）の割合 7

（速報値 2023年検案数 5,740件）

３）孤立死事案実態把握



平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和３年 令和４年 令和５年

死者数 4496 4551 4772 4527 4976 5095 6019 5740
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１ー②大阪府監察医事務所年次別検案数の比較

▷平成29（2017）年と令和４（2022）の
比較検討を行う



１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

R５年 652 550 503 419 446 367 473 515 444 422 437 512

R4年 633 693 590 457 423 382 435 623 419 378 414 572

R３年 556 422 413 388 443 343 432 459 356 365 424 494

Ｒ２年 470 399 419 398 385 334 339 599 370 373 372 518

平均 538 441 427 358 353 286 361 386 305 332 348 422
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※平均については大阪府監察医事務所の平成27年～31年月別検案平均値 9

１-③大阪府監察医事務所年次別検案数

▷死者数は季節性がある
冬場の入浴
熱中症

▷速報値
2024(R６)年1月検案数
643件



２ー①大阪府監察医事務所基本情報比較・・・自宅独居死亡者全体数比較

2020（令和４）年
1～３月

増↑減↓
2017（平成29）年

1～３月

人 ％ 人 ％ 人 ％

検案死者数 1916 526↑ 1390

同居施設等
死者数

972 50.7 262↑ 0.4↓ 710 51.1

自宅独居
死者数

944 49.3 264↑ 0.4↑ 680 48.9

早期発見
死者数

485 51.4 118↑ 2.6↓ 367 54.0

短期発見
死者数

182 19.3 57↑ 0.9↑ 125 18.4

中長期発見
死者数

277 29.3 89↑ 1.7↑ 188 27.6

中期発見
死者数

183 19.4 49↑ 0.3↓ 134 19.7

長期発見
死者数

94 10.0 40↑ 2.1↑ 54 7.9

６５歳以上
死者数

742 78.6 240↑ 4.8↑ 502 73.8

※発見期間
発見期間とは、死亡時か
ら発見までに要した期間

早期…４８時間未満
短期…４８時間以上

１週間未満
中期…１週間以上

１か月未満
長期…１か月以上

10▷65歳以上の自宅独居死亡者の増加が顕著（自宅独居死亡者増加分の9割に及んでいる）



2022年
1～3月

増↑減↓
2017年
1～3月

男性(人) 女性(人） 男性（人） 女性（人） 男性(人) 女性(人）

49歳以下 42 9 10↑ 8↓ 32 17

50～54歳 32 4 15↑ 1↓ 17 5

55～59歳 52 4 10↑ 2↑ 42 3

60～64歳 50 8 4↓ 0→ 54 8

65～69歳 80 9 16↓ 3↓ 96 12

70～74歳 136 19 60↑ 1↓ 76 20

75～79歳 107 39 34↑ 4↑ 73 35

80～84歳 111 48 60↑ 1↑ 51 47

85～89歳 71 56 46↑ 11↑ 25 45

90歳以上 31 35 18↑ 26↑ 13 9

計 712 231 233↑ 31↑ 479 201
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▷独居者の高齢化が考えれる（９０歳代も増加傾向にある）
参考：2017年1年間の90歳以上独居自宅死亡者

男性36人 女性45人

２－②自宅独居死亡者年代別比較
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２ー②自宅独居死亡者年代別比較・・・年代別分布図

▷死亡時年代の高齢化
2017年は65歳～69歳が最多死亡者数だったが
2022年は70歳～74歳が最多死亡者数となっている

2025年に団塊の世代が
75歳以上となり、今後も
高齢死亡者の増加傾向が
続くと考えられる



2022年（1～３月） 像↑減↓数 2017年（1～３月）

検案数(人） 独居死数(人) 中長期数(人) 検案数(人） 独居死数(人) 中長期数(人) 検案数(人) 独居死数(人) 中長期数(人)

大阪市 1851 941 277 461↑ 261↑ 89↑ 1390 680 188
北 69 31 6 38↑ 15↑ 3↑ 31 16 3
都島 47 27 12 6↑ 13↑ 9↑ 41 14 3
福島 39 17 4 13↑ 9↑ 3↑ 26 8 1
此花 39 15 4 1↓ 1↓ 0→ 40 16 4
中央 35 19 8 6↓ 1↓ 4↑ 41 20 4
西 43 20 8 21↑ 11↑ 4↑ 19 9 4
港 72 34 6 29↑ 10↑ 2↓ 43 24 8
大正 40 21 7 8↑ 3↑ 0→ 32 18 7
天王寺 38 14 4 14↑ 2↑ 1↑ 24 12 3
浪速 55 30 13 18↑ 10↑ 6↑ 37 20 7
西淀川 65 29 7 30↑ 6↑ 4↑ 35 23 3
淀川 102 55 20 18↑ 19↑ 12↑ 84 36 8
東淀川 116 53 14 28↑ 10↑ 3↑ 88 43 11
東成 58 24 8 17↑ 8↑ 4↑ 41 16 4
生野 94 53 14 16↑ 6↑ 2↑ 78 47 12
旭 42 22 7 9↑ 5↑ 1↓ 43 17 8
城東 93 46 18 37↑ 14↑ 10↑ 56 32 8
鶴見 52 22 7 10↑ 19↑ 3↑ 42 13 4
阿倍野 67 24 6 12↑ 3↓ 2↑ 55 27 4
住之江 82 44 12 25↑ 23↑ 5↑ 57 21 7
住吉 123 50 15 58↑ 14↑ 3↑ 65 36 12
東住吉 80 41 10 17↑ 9↑ 1↓ 63 32 11
平野 139 63 12 34↑ 17↑ 2↑ 105 46 10
西成 271 190 61 98↑ 60↑ 19↑ 173 130 42

２ー③自宅独居死亡者居住区別比較
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▷増加著しい区については
対策を死者数が上回って
いる状況がうかがえる



2022年
１～3月

増↑減↓数
2017年
１～3月

早期 短期 中長期 計 早期 短期 中長期 計 早期 短期 中長期 計

男性 350 140 222 712 112↑ 55↑ 66↑ 233↑ 238 85 156 479

女性 135 42 55 232 6↑ 2↑ 23↑ 31↑ 129 40 32 201

計 485 182 277 944 118↑ 57↑ 89↑ 264↑ 367 125 188 680

２ー④自宅独居死亡者性別の比較

（人） （人） （人） （人） （人）（人） （人）
（人）
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（人） （人） （人）（人）

▷男性独居死亡者全期において増加が顕著（合計増加分の88.3％が男性）
女性独居死亡者の発見が遅い（中長期）傾向がみられる

（女性増加分の74％が中長期発見）
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2022年 2017年

男性 712 479

女性 232 201
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2022年
１～3月

増↑減↓数
2017年
１～3月

早期 短期 中長期 計 早期 短期 中長期 計 早期 短期 中長期 計

利用有り 223 43 12 278 73↑ 28↑ 6↑ 107↑ 150 15 6 171

利用無し 261 138 264 664 49↑ 30↑ 82↑ 161↑ 212 109 182 503

その他 1 0 1 2 4↓ 1↓ 1↑ 4↓ 5 1 0 6

計 485 182 277 944 118↑ 57↑ 89↑ 264↑ 367 125 188 680

（人） （人） （人） （人） （人）（人） （人） （人）
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２ー⑤自宅独居死亡者介護サービス受給状況の比較

▷両年共に介護サービス利用者は発見が早い

（人） （人） （人） （人）
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利用有り 利用無し その他
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２ー⑤自宅独居死亡者介護サービス受給割合の比較②

（人）



2022年
１～３月

増↑減↓数
2017年
１～３月

早期 短期 中長期 計 早期 短期 中長期 計 早期 短期 中長期 計

有職 66 32 17 115 15↑ 15↑ 4↑ 34↑ 51 17 13 81

年金受給 199 78 94 371 42↑ 18↑ 41↑ 101↑ 157 60 53 270

生活保護
受給

194 63 134 391 64↑ 26↑ 40↑ 130↑ 130 37 94 261

無職 19 7 23 49 1↑ 2↓ 4↑ 3↑ 18 9 19 46

その他 7 2 9 18 4↓ 0→ 0→ 4↓ 11 2 9 22

計 485 182 277 944 118↑ 57↑ 89↑ 264↑ 367 125 188 680

（人）

２ー⑥自宅独居死亡者収入状況の比較

（人） （人）（人） （人） （人）（人） （人） （人）
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▷自宅独居死亡者の高齢化→年金受給者が増加、生活保護受給者の増加
（全増加分の87.4％がどちらかの受給者）

（人） （人） （人）
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2022年
1～３月

増↑減↓数
2017年
1～3月

早期 短期 中長期 計 早期 短期 中長期 計 早期 短期 中長期 計

A親族 149 53 51 253 28↑ 23↑ 21↑ 72↑ 121 30 30 181

A知人（友人） 48 24 17 89 11↑ 5↑ 4↑ 20↑ 37 19 13 69

A同僚・上司等 36 16 1 53 10↑ 5↑ 1↓ 14↑ 26 11 2 39

B介護サービス 130 22 4 156 32↑ 12↑ １↑ 45↑ 98 10 3 111

B医療サービス 24 9 3 36 14↑ 5↑ 3↑ 22↑ 10 4 0 14

B行政サービス 10 8 27 45 0→ 0→ 8↑ 8↑ 10 8 19 37

B住宅サービス 39 23 108 170 21↑ 3↑ 20↑ 44↑ 18 20 88 126

B配達サービス 9 12 8 29 1↓ 6↑ 3↑ 8↑ 10 6 5 21

C地域関係 26 15 56 97 2↓ 1↓ 29↑ 26↑ 28 16 27 71

Cその他 14 0 2 16 5↑ 1↓ 1↑ 5↑ 9 1 1 11

計 485 182 277 944 118↑ 57↑ 89↑ 264↑ 367 125 188 680

２ー⑦独居自宅死亡者発見者（最初に気づいた者）の比較
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▷Cにあたる地域関係者については、近隣住人が多く、主として外的要因（異臭、新聞等が
溜まっている）で気づく場合がい。

（人） （人） （人）



2021年
６か月

増↑減↓
2017年
６か月

早期 短期 中長期 計 早期 短期 中長期 計 早期 短期 中長期 計

A個人 233 93 69 395 49↑ 33↑ 24↑ 106↑ 184 60 45 289

B契約 212 74 150 436 66↑ 26↑ 35↑ 127↑ 146 48 115 309

C地域 40 15 58 113 3↑ ２↓ 30↑ 31↑ 37 17 28 82

計 485 182 277 944 118↑ 57↑ 89↑ 264↑ 367 125 188 680

発見者グループ
A死亡者と個人的に関係がある者（親や兄弟や子ども等親族、友人知人、職場の同僚、上司等）
B死亡者と契約関係にある者（訪問介護や通所送迎従事者、病院関係者、ケーズワーカー等行政関係者、

新聞配達や宅配弁当業者、配送従事者等）
C隣人や住人及び第３者（住居の隣人や近隣住人、自治会役員、民生委員等）ほか

21

２ー⑦独居自宅死亡者発見者（最初に気づいた者）のグループ別比較

（人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）
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個人

42%

契約

46%

その他

12%

2022年

個人

43%

契約

45%

その他

12%

2017年

早期

59%

短期

24%

中長期

17%

個人的関係（2022年）

早期

64%

短期

21%

中長期

15%

個人的関係（2017年）

早期

49%

短期

17%

中長期

34%

契約関係（2022年）

早期

47%

短期

16%

中長期

37%

契約関係（2017年）

早期

36%

短期

13%

中長期

51%

地域その他（2022年）

早期

45%

短期

21%

中長期

34%

地域その他（2017年）

発見者グループ
A死亡者と個人的に関係がある者（親や兄弟や子ども等親族、友人知人、職場の同僚、上司等）
B死亡者と契約関係にある者（訪問介護や通所送迎従事者、病院関係者、ケーズワーカー等行政関係者、

新聞配達や宅配弁当業者、配送従事者等）
C隣人や住人及び第３者（住居の隣人や近隣住人、自治会役員、民生委員等）ほか

２ー⑦独居自宅死亡者発見者（最初に気づいた者）割合の比較③



2022年
1～3月

増↑減↓
2017年
1～3月

早期 短期 中長期 計 早期 短期 中長期 計 早期 短期 中長期 計

㋐訪問時偶然発見 262 50 35 347 60↑ 7↑ 10↑ 77↑ 202 43 25 270

㋑安否確認の為
訪問発見

172 107 185 464 35↑ 41↑ 53↑ 129↑ 137 66 132 335

㋒外的要因で発見 28 25 54 107 10↑ 10↑ 14↑ 44↑ 18 15 30 63

㋓その他 23 0 3 26 13↑ 1↓ 2↑ 14↑ 10 1 1 12

計 485 182 277 944 118↑ 57↑ 89↑ 264↑ 367 125 188 680

２ー⑧自宅独居死亡者発見のきっかけの比較

㋐訪問時偶然発見…定期的及び偶然訪問し異変の発見に至った
㋑安否確認の為訪問発見…連絡がつかないなど、通常とは違う状況のため安否を確認するため

訪問し異変の発見に至った
㋒外的要因で発見…異臭や蛆、ハエを目撃、新聞や郵便物が溜まっている状態など、何らかの

異変に気づき訪問や通報に至った
㋓その他…本人による体調悪化で119通報、記載事項不明 など

※発見に至った
きっかけ

23

（人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）
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偶然

37%

安否

49%

外的

11%

その他

3%

発見のきっかけ（2021年）

偶然

40%

安否

49%

外的

9%

その他

2%

発見のきっかけ（2017年）

偶然訪問

54%

安否確認

35%

外的要因

6%

その他

5%

早期（2022年）

偶然訪問

27%

安否確認

59%

外的要因

14%

その他

0%

短期（2022年）

偶然訪問

13%

安否確認

67%

外的要因

19%

その他

1%

中短期（2022年）

偶然訪問

55%

安否確認

37%

外的要因

5%

その他

3%

早期（2017年）

偶然訪問

34%

安否確認

53%

外的要因

12%

その他

1%

短期（2017年）

偶然訪問

13%

安否確認

70%

外的要因

16%

その他

1%

中短期（2017年）

２ー⑧自宅独居死亡者発見のきっかけ割合の比較
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３.比較検討のまとめ

○検案数の増加及び死亡時年齢の高齢化
検案数の増加については、主として団塊の世代が高齢者となり、昭和４５年では７％の高齢化率であったのが、
令和４年には29.0％となっている。高齢化の伸展と共に、今後も検案数が高止まり状態が続くと考えられる。

○男性独居死亡者の増加
以前より男性独居死亡者の検案のほうが女性より多い傾向であった。特に2022年では、男性独居高齢者の検案が
著しく増加しており、これは男性独居者の増加と、男性が周りとの接点を作りにくいことも原因と考えられる。

○女性独居者の発見期間が遅くなってきている
2020年に始まった新型コロナウイルスのパンデミックにより、人との往来が制限されたことで通常の関係性が
縮小したことや、通院の手控えなども影響しているのではないかと考えられる。

○介護サービス等の利用者の有無について、割合の変化は小さい
発見時期の違いは、サービス内容により長短が生じる（在宅介護を週３以上利用している場合は早期に発見される）
ただし、介護サービスについては、早期発見が見込まれるが、介護認定が必要となり、全員がサービスを受けられ
るわけではない。サービス内容を厚くすれば利用料も高くなり、負担金が増える。

○行政とインフラサービスとの連携の不備
水道を止める為通告に行き、死亡者発見に至った例もあったが、死亡者宅ではすでに電気、ガス等のインフラは
止められている状況であった。生活困窮状態で支払えなかったのか、死亡していた為支払えなかったのかは記載が
なかった。こういった事例を踏まえても、異変を行政へ連絡する仕組みの運用が必要と考えられる。
（インフラ業者との協力関係の協定があるのでは？情報の共有や情報提供する機能の運用の見直しが必要）

○年金受給者、生活保護受給者など弱者対応
高齢者や障がい者、生活困窮者など見守りが必要な人へ必要なサービスが受給できているのか等平常時の見守り
体制の構築など再考が必要と考えられる。
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○第一発見者（最初に異変に気づいた者）について
親族や知人、同僚等、死亡者と個人的な関係があるAグループは早期発見の確立が高いが、2022年では
割合が少し減少している。死亡者と契約関係にあるＢグループでは、在宅介護者や訪問看護者、宅配弁当
業者などは早期発見の場合が多いが、住宅関連業者やインフラ業者など利用料が払われないことで発見
された事例では、中長期発見の場合も多くなっている。隣人や近隣住人が発見者となるＣグループにつ
いては外的要因（異臭、新聞の滞留）で気付いた場合も多く、2022年では中長期の割合がより高くな
っている。コロナ禍では幾度か緊急事態処置や蔓延防止処置等により人との接触が制限され、人との付
合い方にも変化が生じた影響があったのではとうかがえる。
なお、同じ配達グループでも、宅配弁当業者や○○レディーなど対面で手渡しをする業者は発見が早い。
新聞配達の場合、何日分溜まったら通報するのか対応の違いによって発見時期に違いが生じている。
新聞配達所とは見守り協定等を結んでいる包括支援センターも見られるが、新聞契約時に、通報する
タイミングを契約者である本人と了解しておけば、早期発見につながるのではないだろうか。

○異変に気付いたきっかけについて
㋐の訪問時の気付きについては、親族が介護や見守りの為平時から訪問している場合や、ヘルパーが
介護のための訪問する場合などでは早期に発見されている。しかし誰もが介護者がいる場合ばかりでは
なく、普段から周りのものが異変に早く気付くかが孤立死減少のための課題ともいえる。
今後、独居高齢者や高齢世帯同居が増加すると予想されており、離れて住む親族への気づきサポート
アイテムもいろいろ開発されてきている。早い発見につながるため本人や家族はもとより、周りの人達
そして行政もかかわり方など、考えていく必要となってきている。
次ページ以降、見守り検案事例とともに、見守り強化に取り組む地方自治体など取り上げた。

○その他
・発見後どこに通報するかまちまちで、発見者も異変を発見しても戸惑うことが多い。異変の発見後の
通報先や行動のマニュアルなど作りより広く周知が必要ではないだろうか。

・合鍵をだれに預けるか・・・市営住宅やＵＲ団地、分譲マンションなどでは管理人や管理会社が合鍵
を預かっていない。では誰が合鍵を持つのか、事前に考えておく必要もある。
因みにＵ字ロック、チェーン錠は入室の妨げになる。
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４.2022年孤立死見守り事例より

・男性（85歳）独居
長男が見守りの為ダイニングに遠隔カメラを設置しており、長男が
スマートフォンで見れるアプリを入れていた。
ダイニングと浴室の電灯が長時間ついたままの為、確認をするため
訪問し、浴室で倒れているのを発見した。

・男性（78歳）独居
死亡者宅でアラームが鳴っているのに隣人が気づき、死亡者宅を
訪問した。応答がなかったため、合鍵を預かっている住人に連絡を
入れ、合鍵で開錠し浴室で発見した。

・女性（81歳）独居
管理会社の見守りサービスを申し込み、動体センサーが設置して
いた。３日間反応（動き）がない場合管理会社に連絡が入るはず
であったが、誤作動で他所にメールが送られ、認知出来なかった。
結局家賃の振り込みがないため親族に連絡、親族が合鍵で開錠し、
入室後発見。

・男性（87歳）独居
見守りの為、動体人感センサーを設置していた。毎朝11時に長男の
スマートフォンに連絡が入ることになっていた。人感センサーに
死亡者の動きが察知できず、長男のスマートフォンに連絡が入った
為、長男が訪問し、合鍵で開錠。入室後発見に至った。

・男性（51歳）独居
最近体調が心配で同僚とグループLINEを作成し、毎日LINEの交換
を行っていた。職場に自宅の合鍵もおいていた。
LINEの既読がつかない為、社内看護師と死亡者宅を訪問。合鍵で
開錠、入室し発見。

・男性（58歳）独居
死亡者とLINEを送った知人が既読にならないため訪問。応答がなく
玄関の差し紙を発見したため、死亡者の親族に連絡を入れ、了解の
もと管理会社に安否の確認を依頼した。管理会社職員と警官が合鍵
で開錠し、発見した。

・男性（93歳）独居
以前より死亡者に認知症状があり、ヘルパー、ケアマネジャー、
弁当配達員で一日一回誰かが見守る支援を行っていた。
弁当配達時応答がなく、無施錠で入室し発見、ケアマネジャーに
連絡を入れた。

・男性（79歳）独居
日頃から死亡者の投薬管理を行っていた高齢者専用住宅の事務室に
常駐している管理人（相談員）が、薬を取りに来ない為館内放送
を３回行った。死亡者の応答がないため訪問、無施錠で入室し発見。

【新たな見守り例】

【仕事上の見守り例】
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・男性（70歳）独居
生活支援を行っているNPOの職員が、死亡者が月初の生活費を取り
に来ない為、職員、ケースワーカー、管理人の三者で死亡者宅を
訪問し、応答がなく差し紙を挟むが、その後も音信不通状態が続き、
他の住人からも異臭の通報があり、管理人が署へ通報した。

・男性（86歳）独居
数日前より新聞の取り込みがなく、新聞配達員が不審に思い区役所
福祉担当部署へ報告した。福祉課の職員が訪問するが応答なく親族
に連絡を入れた。親族が駆け付け福祉担当者と共に合鍵で開錠した
が、鍵が合わず警察に通報した。

・女性（85歳）同居
乳飲料の配達時、応答がない為、マンションの管理会社に連絡を
入れた。管理会社から警察に安否確認を依頼し、警官立会の元、
合鍵で開錠した。入室後、倒れている夫と共に死亡者を発見した。
夫については、搬送後後日死亡した。

・男性（88歳）独居
死亡者は定期的に薬を受け取りにかかりつけ薬局に来所していたが、
今回来店がなかった為、薬局の職員が死亡者宅を訪問するが、応答
なく、交番に通報を行った。警官が訪問するが、施錠のため入室で
くず、レスキューを要請した。

・女性（89歳）独居
以前より元勤務先の上司とお互いの安否確認のため、電話のやり取
りを行っていた。数日前より連絡が途絶え、元上司の息子が安否を
確認するため訪問。合鍵で開錠しようとしたが、U字ロックが掛かり
入室できなかった為、110通報を行った。

・男性（80歳）独居
死亡者の体調が悪化してきた為、アパートの住人が協力し、生活
サポートを行っていた。当番の住人が介護のため訪問、合鍵で入室
倒れているのを発見した。

・男性（79歳）独居
死亡者は骨董が趣味でリサイクルショップに毎日通っていた。
行きつけのリサイクルショップの店主が、数日前より姿を見かけな
くなった為、死亡宅を訪問。応答なく管理会社に連絡を入れた。
管理会社より110通報をおこなった。

・男性（36歳）独居
以前より毎日訪れていた居酒屋であるが、感染症蔓延防止処置が
施行され店を休店していた。蔓延防止処置が解除され、居酒屋を
再開したが、死亡者の来店がなかった。気になった店主が死亡者
の自宅を訪問、応答がなかった。無施錠であったが、U字ロックが
かかっており入室できなかったが、隙間より異臭がしており、
１１０通報をおこなった。

【助け合いの見守り例】
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４）孤立死対策自治体事例

【新潟県上越市の取組】

○上越市高齢者見守り支援ネットワーク事業（実施主体：健康福祉部高齢者支援課）
（背景）高齢者数が61,795人、高齢化率が33.64で3人に1人が高齢者という状況であり高齢者独居約22,000人で年々増加している。
（見守り支援ネットワークとは）

地域の皆さんが日常生活や仕事を通して、「高齢者等の異変」に気が付いたときに市役所や総合事務所に連絡し、必要な
支援に結び付ける取り組みで、緊急時には110、119へ通報

（見守りを行うのは）
・町内会や民生委員、老人ホーム等の地域で活動する団体や組織
・「見守り協力事業所等」として協定又は登録した団体又は民間事業所
・認知症キャラバン・メイトであり、個人協力会員として登録した人
・市や地域包括支援センター

（具体的に何をする）
・日常生活や仕事を通じて高齢者の異変（最近元気がない、新聞がたまっているなど）に気付いたときに、市役所や
総合事務所に連絡

・心配事や悩みがありそうな高齢者や介護者等に、相談窓口である地域包括支援センターや市役所、
総合事務所を紹介するなど情報提供を行う

・助けを求めている、急病等で現に倒れて意識が無いなど、急を要する対応が必要な方を
発見したときは、状況により消防や警察に連絡

（見守りステッカーについて）
・ステッカーは見守り協力事業所等に対して配布し、見守り支援の取組みを行っている
ことを地域住民に知ってもらうことを目的とする

（出典）新潟県上越市健康福祉部高齢者支援課ＨＰ
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【高齢者見守り支援ネットワークの体制イメージ】 【高齢者の異変発見時の対応について】

○緊急通報装置設置事業
・概ね65歳以上で、急病、災害等の緊急時に適切な対応が困難と認められた一人暮らしの高齢者
・市民税所得税割非課税世帯 ・費用は無料

出典（上越市高齢者見守り支援ネットワークの手引きより）
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業者
① 駆け付け体制 ① センサー

① 在宅、外出切り替

え方法
① 相談業務 ① 備考・その他オプション

セ
コ
ム
上
信
越
（
株
）

警備員

① 緊急ボタンを押すと、セコム受信センターに通報が入ります。

② 電話機の受話器を持たずに会話が可能です。

③ 直ちに利用者に「どうしましたか？」と安否確認の連絡が入り、

同時に警備員（セコム）が駆け付けます。

④ 安否確認ができなかった場合には警備員が家屋内に入り対応しま

す。鍵が掛かっていた場合には合鍵を使用します。

⑤ 状況に応じて協力員、消防署等に連絡します。

※緊急ボタンを押すと通話料（少額）がかかります。

※警備員駆け付けは無料です。

インフラレッドセンサー

12時間、センサー附近を人が通過し

なかった場合には、セコムの受診セ

ンターに自動的に通報が入ります。

（センサーは無線式のため、敗戦の

心配がありません）

手動

簡単な操作（タブレット

の抜き差し）が必要です。

・セコム介護センターに連絡が入

り、専門のヘルパー、看護師が対

応。

・24時間相談受付

・健康・医療相談

※通話時間に応じて通話料がかか

ります（少額）

・玄関の鍵を2つセコムに預けます

・安否確認「お元気コール」（月1回）が

あります。

・ペンダント型（防水）の通報ボタンが

あります。

・緊急通報受信センターと相談後有無受

診センターは別のセンターです

・本体に身の危険を感じた時に助けを呼

ぶための非常ボタンがあります

・緊急通報装置本体はか壁掛けタイプで

す（壁掛け出来ない場合は相談くださ

い）

（
株
）
コ
ヤ
マ

協力員及びセンター職員

① 緊急ボタンを押すと、コヤマの受診センターに通報が入ります。

② 電話の受話器を持たず装置が設置されている部屋でお話しするこ

とができます。

③ 利用者に「どうしましたか？」と確認のため呼びかけをいたしま

す。

④ 安否確認ができなかった場合には、直ちに協力員（協力員にて対

応が困難な場合はセンター職員が駆け付け）に駆け付けを要請し

ます。

⑤ 状況に応じて消防署に連絡します。

※通話料はかかりません。

安否センサー

センサーに最後に反応があった時か

ら12時間センサー附近を人が通過し

なかった場合、センターへ自動的に

通報します。センサーの設置数や時

間は生活状況にあわせて設定します。

（センサーは無線式のため、配線の

心配がありません）

自動

外出センサーの設置で自

動的に在宅・外出の判断

を行います。

・相談センターの専門看護師、ヘ

ルパー、相談員が対応。

・日中は地元の相談員が連絡しま

すので、身近な事柄の相談ができ

ます。

・２４時間相談受付

・健康、医療相談

※通話料はかかりません。

・センターは地域密着対応で上越市内に

設置してありますので、利用者の状況に

あった対応が可能です。

・玄関のカギを1つ信頼できる人に預けま

す（鍵を預けることができない場合でも

相談に応じます）

・月に1回「お元気ですかコール」を行い

ます。

・緊急リモコンには、ペンダントタイプ

のものと、押しやすく目立つ大型タイプ

のものがあります。

・デジタル回線、光回線など一般電話機

が仕える環境であれば、各種電話回線に

対応することが可能です。

立
山
科
学
（
株
）

協力員及び外部協力員

① 緊急ボタンを押すと立山化学の受診センターに通報が入ります。

② 電話機の受話器を持たずに会話が可能です。

③ 直ちに利用者に「どうしましたか？」と安否確認の連絡が入りま

す。

④ 安否確認ができなかった場合には、直ちに協力員（協力員にて

対応が困難な場合は外部協力員が駆け付け）に駆け付けを要請しま

す。

① 状況に応じて消防署に連絡します。

※緊急ボタンは一般回線を使用のため、通話料がかかります。

※相談ボタンはフリーダイヤルのため、通話料はかかりません。

人感センサー

お住まいの状況などに合わせ居間や

寝室等に複数センサーを設置し、朝

（と夕方）の規定された時間帯に反

応が無い場合、自動的にセンターへ

通報します。

（センサーは無線式のため、敗戦の

心配がありません）

自動

自動で在宅、外出の判断

を市、より正確な通報が

可能です。

・相談センターの専門看護師、相

談員が対応。

・24時間相談」受付

・健康、医療相談

※通話料はかかりません。

・緊急のボタンは、助けを呼びやすいよ

うに押し易い大きなボタンです。

・安否確認「お元気ですかコール」（月1

回）があります。

・浴槽の中でも使えるペンダント型の通

報ボタンがあります。

・熱感知器があるので、火災時には自動

通報が可能です。

・全ての通報は同じ受診センターのス

タッフで対応するため、緊急か相談か迷

うことなく的確に判断します（正看護師

が対応）

・ほぼ全ての電話回線に対応します。

【緊急通報装置比較表】

（出典）新潟県上越市健康福祉部高齢者支援課ＨＰ



Ｂ看取られない死の予防（迅速な緊急時
の対応）訪問（身体介護）介護や訪問看護、

人感センサーによる見守りやセキュリティサー
ビスの利用 等

Ａ社会的孤立の予防（生活の質の向上）
サロン活動の参加や地域活動による声掛け
介護（生活支援）サービスの利用 等

Ｃ問題や課題の共有
社会的孤立に陥っている人や問題を抱えている人を把握し、問題点
や課題を共有し支援につなげる 等

Ｃ・・・支援を必要とする人に適切な対応をするとともに、エリア内のニーズを把握し、検証を

行う。不足が認められる場合は、整備を提案していく。そのためにもＣではエリア内で活動する

様々な団体、個人の参加が望まれる。

Ａ・・・生活の質の向上を中心に、サロン活動などインフォーマルな活動や通所や在宅サービス

などフォーマルな活動の充実

Ｂ・・・緊急時の対応の向上を目指すとともに、必要な医療や介護へのアクセスが万全かどうか

など、セーフティネットとしての機能の充実。

Ｄ・・・孤立している人に手を差し伸べ、安心した生活をおくれる地域社会に。

５）孤立死対策への提案

32

〈孤立死対策アプローチ〉

D遺体が放置されない社会
（異変に気づける社会）

（出所）筆者作成

（課題の明確化）

（目標の明確化）

（実行と評価）
（実行と評価）
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Ｂ看取られない死の予防（迅速な緊急時
の対応）訪問（身体介護）介護や訪問看護、

人感センサーによる見守りやセキュリティサー
ビスの利用 等

Ａ社会的孤立の予防（生活の質の向上）
サロン活動の参加や地域活動による声掛け
介護（生活支援）サービスの利用 等

Ｃ問題や課題の共有
社会的孤立に陥っている人や問題を抱えている人を把握し、問題点
や課題を共有し支援につなげる 等

D遺体が放置されない社会
（異変に気づける社会）

見守りセンター（仮称）
通報後必要な対応を行う

異変に気付いた住民、業者など通報を行う

１１９
１１０

〈孤立死予防見守りアプローチプラス〉
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おわりに

2020年突然始まった新型コロナウイルスによるパンデミックで、罹患者及び死亡された方も多く、監

察医事務所でも検案を行いました。中には医療に繋がらず亡くなられた方や孤立死状態で見つかった

事例もありました。社会への影響も大きく、2024年には感染法上の分類が２類から5類に引き下げら

れ、少しずつ以前の生活に戻りつつあります。しかし、中には大きく変化した業者もあり、混乱した

中で行われた看取りや見送り関連の業種は縮小傾向が続き、以前の葬儀に戻らなかったようです。

また、2025年には団塊の世代が後期高齢者となり、高齢化率も上がり、近い将来には３人に1人が高

齢者である状況になると予想されています。孤立死についても増加していく可能性もあり、人として

の尊厳を維持するためにも対策が早急に必要となっています。私たち自身が老後の生活を考える機会、

いわゆる終活についても盛んに取り上げられていますが、終活を考える時に、葬儀の事、墓じまいな

ど死後の事だけ考えるのではなく、孤立死しない、早く発見してもらう工夫など、元気な時に考えて

おくのも大事な終活です。自分自身が考える自助だけではなく、周りの人たちも一緒に考える共助、

そして効率的な仕組みを提案する役割の公助。災害対応だけではなく、孤立しない孤立させない社会

のため、自助、共助、公助で孤立化を防いでほしいと思います。
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